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○上越市建設工事入札参加資格要件等審査委員会規程 

昭和４６年４月２９日 

訓令第１３号 

改正 昭和４６年７月７日訓令第１７号 

昭和４８年７月１６日訓令第４９号 

昭和５３年３月３１日訓令第８号 

昭和５７年９月３０日訓令第５７号 

昭和５８年３月３１日訓令第３４号 

昭和５８年９月３０日訓令第８５号 

昭和６３年３月３１日訓令第４号 

平成２年１２月２６日訓令第３号 

平成４年３月３１日訓令第３号 

平成５年３月３１日訓令第１号 

平成６年３月３１日訓令第１号 

平成７年３月３１日訓令第１号 

平成９年３月３１日訓令第１号 

平成１０年３月３１日訓令第１号 

平成１１年６月２９日訓令第９号 

平成１２年６月２７日訓令第６号 

平成１３年１１月２１日訓令第５号 

平成１３年１１月２２日訓令第６号 

平成１３年１１月３０日訓令第７号 

平成１４年３月２９日訓令第５号 

平成１５年３月３１日訓令第４号 

平成１６年１２月２８日訓令第９号 

平成１７年３月３１日訓令第４号 

平成１８年３月３１日訓令第５号 

平成１９年３月３０日訓令第５号 

平成２２年３月３１日訓令第１号 

平成２２年９月３０日訓令第６号 

平成２３年３月３１日訓令第５号 

平成２４年１月５日訓令第２号 
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平成２４年３月３０日訓令第４号 

平成２７年３月３１日訓令第２号 

令和２年３月３１日訓令第７号 

令和５年３月３０日訓令第５号 

令和８年３月３１日訓令第２号 

（設置） 

第１条 本市が契約する建設工事の入札について適正な入札参加資格要件の設定をし、もっ

て建設工事の円滑な施工を確保するため、上越市建設工事入札参加資格要件等審査委員会

（以下「委員会」という。）を置く。 

（職務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、市長に答申するものとする。 

(1) １件２，０００万円以上の建設工事に係る入札参加資格要件に関する事項 

(2) その他市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、副市長、総合政策部長、総務部長、財務部長、都市整備部長、こども・

子育て部長、農林水産部長及び教育部長をもって組織する。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、市長が指名する副市長をもってこれに充てる。 

２ 委員長は、会務を総括する。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、第１項の副市長以外の副市長であ

る委員がその職務を代理する。委員長不在のときも、また同様とする。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところ

による。 

４ 委員長は、急施を要し、委員会の会議を開くいとまのないときは、関係委員に回議して

これに代えることができる。 

（関係職員等の出席） 

第６条 委員長は、工事内容等の説明をさせるため事業主管課長を出席させ、特に必要があ

ると認めるときは、関係職員を出席させることができる。 

（庶務） 
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第７条 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定め

る。 

附 則 

この規程は、昭和４６年４月２９日から施行する。 

附 則（昭和４６年訓令第１７号） 

この規程は、昭和４６年７月７日から施行する。 

附 則（昭和４８年訓令第４９号） 

この規程は、昭和４８年７月１６日から施行する。 

改正文（昭和５３年訓令第８号）抄 

昭和５３年４月１日から実施する。 

改正文（昭和５７年訓令第５７号）抄 

昭和５７年１０月１日から実施する。 

改正文（昭和５８年訓令第３４号）抄 

昭和５８年４月１日から実施する。 

改正文（昭和５８年訓令第８５号）抄 

昭和５８年１０月１日から実施する。 

附 則（昭和６３年訓令第４号） 

この規程は、昭和６３年４月１日から施行する。 

改正文（平成２年訓令第３号）抄 

平成３年１月１日から実施する。 

改正文（平成４年訓令第３号）抄 

平成４年４月１日から実施する。 

改正文（平成５年訓令第１号）抄 

平成５年４月１日から実施する。 

改正文（平成６年訓令第１号）抄 

平成６年４月１日から実施する。 

改正文（平成７年訓令第１号）抄 

平成７年４月１日から実施する。 

改正文（平成９年訓令第１号）抄 

平成９年４月１日から実施する。 
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改正文（平成１０年訓令第１号）抄 

平成１０年４月１日から実施する。 

改正文（平成１１年訓令第９号）抄 

平成１１年７月１日から実施する。 

改正文（平成１２年訓令第６号）抄 

平成１２年７月１日から実施する。 

改正文（平成１３年訓令第５号）抄 

平成１３年１１月２１日から実施する。 

改正文（平成１３年訓令第６号）抄 

平成１３年１１月２２日から実施する。 

改正文（平成１３年訓令第７号）抄 

平成１３年１２月１日から実施する。 

改正文（平成１４年訓令第５号）抄 

平成１４年４月１日から実施する。 

改正文（平成１５年訓令第４号）抄 

平成１５年４月１日から実施する。 

改正文（平成１６年訓令第９号）抄 

平成１７年１月１日から実施する。 

改正文（平成１７年訓令第４号）抄 

平成１７年４月１日から実施する。 

改正文（平成１８年訓令第５号）抄 

平成１８年４月１日から実施する。 

改正文（平成１９年訓令第５号）抄 

平成１９年４月１日から実施する。 

改正文（平成２２年訓令第１号）抄 

平成２２年４月１日から実施する。 

改正文（平成２２年訓令第６号）抄 

平成２２年１０月１日から実施する。 

改正文（平成２３年訓令第５号）抄 

平成２３年４月１日から実施する。 

改正文（平成２４年訓令第２号）抄 

平成２４年１月５日から実施する。 
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改正文（平成２４年訓令第４号）抄 

平成２４年４月１日から実施する。 

改正文（平成２７年訓令第２号）抄 

平成２７年４月１日から実施する。 

改正文（令和２年訓令第７号）抄 

令和２年４月１日から実施する。 

附 則（令和５年訓令第５号）抄 

 令和５年４月１日から実施する。 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 


